
JP 6118469 B2 2017.4.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソース提供装置と共に同一のローカルエリアネットワークに接続されているリソース
要求装置において適用されるリソース共有方法であって、
　前記リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に共有リ
ソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、前記リソース提供装置において
予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービスポートを指し示す、リソー
ス共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスするステップと、
　前記リソース提供装置が送信した、少なくとも一つの共有リソースの情報が含まれる前
記共有リソースリストを受信するステップと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示すステップと、
　前記目標リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするステップと、
　を含み、
　前記目標リソースがフォルダである場合、前記目標リソースの情報に基づいて前記目標
リソースにアクセスするステップは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記フォルダのファイル目録リストをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソ
ース提供装置に前記フォルダの情報を送信するステップと、
　前記リソース提供装置が送信した、前記フォルダに含まれる少なくとも一つのファイル
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の情報を含む前記ファイル目録リストを受信するステップと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示すステップと、
　前記目標ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスするステップと、
　を含み、
　前記目標リソースがファイルである場合、前記目標リソースの情報に基づいて前記目標
リソースにアクセスするステップは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記ファイルをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソース提供装置に前記フ
ァイルの情報を送信するステップと、
　前記リソース提供装置が送信した前記ファイルを受信するステップと、
　を含むことを特徴とするリソース共有方法。
【請求項２】
　前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示すステップは、
　前記共有リソースリストに含まれる、前記共有リソースのリソース名称、リソース種類
及びリソース経路を含むそれぞれの共有リソースの情報をリスト項目として配列するステ
ップと、
　前記ブラウザにおいて、配列された前記共有リソースリストを表示するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のリソース共有方法。
【請求項３】
　リソース要求装置と共に同一のローカルエリアネットワークに接続されているリソース
提供装置において適用されるリソース共有方法であって、
　前記リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービ
スポートを指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスに、前記リソー
ス要求装置がブラウザを介してアクセスすることをモニタリングするステップと、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して前記サービスアドレスにアクセスしたこ
とをモニタリングした場合、少なくとも一つの共有リソース情報が含まれる共有リソース
リストを取得するステップと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示して前記目標
リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするように、前記ｗｅｂサービス
ポートを介して前記リソース要求装置に前記共有リソースリストを送信するステップと、
　を含み、
　前記目標リソースがフォルダである場合、前記方法は、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記フォルダの情報を受信する
ステップと、
　前記フォルダの情報に基づいて前記フォルダの、前記フォルダに含まれる少なくとも一
つのファイルの情報を含むファイル目録リストを取得するステップと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示して前記目標
ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスするように前記ファイル目録リス
トを前記リソース要求装置に送信するステップと、
　を更に含み、
　前記目標リソースがファイルである場合、前記方法は、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記ファイルの情報を受信する
ステップと、
　前記ファイルの情報に基づいて取得した前記ファイルを、前記リソース要求装置に送信
するステップと、
　を更に含むことを特徴とするリソース共有方法。
【請求項４】
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　前記共有リソースリストを取得するステップは、
　前記リソース提供装置におけるそれぞれの共有リソースのリソース名称、リソース種類
及びリソース経路を取得するステップと、
　全ての共有リソースのリソース名称、リソース種類及びリソース経路を、前記共有リソ
ースリストとして確定するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載のリソース共有方法。
【請求項５】
　リソース提供装置と共に同一のローカルエリアネットワークに接続されているリソース
要求装置において適用されるリソース共有装置であって、
　前記リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に共有リ
ソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、前記リソース提供装置において
予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービスポートを指し示す、リソー
ス共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスするように構成されるアドレスア
クセスモジュールと、
　前記リソース提供装置が送信した、少なくとも一つの共有リソース情報が含まれる前記
共有リソースリストを受信するように構成されるリスト受信モジュールと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記リスト受信モジュールが受信した前記共有リソースリストを
示すように構成されるリスト呈示モジュールと、
　前記リスト呈示モジュールが示した前記目標リソースの情報に基づいて前記目標リソー
スにアクセスするように構成されるリソースアクセスモジュールと、
　を備え、
　前記目標リソースがフォルダである場合、前記リソースアクセスモジュールは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記フォルダのファイル目録リストをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソ
ース提供装置に前記フォルダの情報を送信するように構成される第一送信サブモジュール
と、
　前記リソース提供装置が送信した、前記フォルダに含まれる少なくとも一つのファイル
の情報を含む前記ファイル目録リストを受信するように構成される目録受信サブモジュー
ルと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記目録受信サブモジュールが受信した前記ファイル目録リスト
を示すように構成される目録呈示サブモジュールと、
　前記目録呈示サブモジュールが示した前記目標ファイルの情報に基づいて、前記目標フ
ァイルにアクセスするように構成されるファイルアクセスサブモジュールと、
　を備え、
　前記目標リソースがファイルである場合、前記リソースアクセスモジュールは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記ファイルをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソース提供装置に前記フ
ァイルの情報を送信するように構成される第二送信サブモジュールと、
　前記リソース提供装置が送信した前記ファイルを受信するように構成されるファイル受
信サブモジュールと、
　を備えることを特徴とするリソース共有装置。
【請求項６】
　前記リスト呈示モジュールは、
　前記共有リソースリストに含まれる、共有リソースのリソース名称、リソース種類及び
リソース経路を含むそれぞれの共有リソースの情報をリスト項目として配列するように構
成されるリスト配列サブモジュールと、
　前記ブラウザにおいて前記リスト配列サブモジュールによって配列された前記共有リソ
ースリストを表示するように構成されるリスト表示サブモジュールと、
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　を備えることを特徴とする請求項５に記載のリソース共有装置。
【請求項７】
　リソース要求装置と共に同一のローカルエリアネットワークに接続されているリソース
提供装置において適用されるリソース共有装置であって、
　前記リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービ
スポートを指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスに、前記リソー
ス要求装置がブラウザを介してアクセスすることをモニタリングするように構成されたア
クセスモニタリングモジュールと、
　前記アクセスモニタリングモジュールが、前記リソース要求装置が前記ブラウザを介し
て前記サービスアドレスにアクセスしたことをモニタリングした場合、少なくとも一つの
共有リソースの情報が含まれる共有リソースリストを取得するように構成されるリスト取
得モジュールと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示して前記目標
リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするように、前記ｗｅｂサービス
ポートを介して前記リソース要求装置に前記リスト取得モジュールが取得した前記共有リ
ソースリストを送信するように構成されるリスト送信モジュールと、
　を備え、
　前記目標リソースがフォルダである場合、前記リソース共有装置は、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記フォルダの情報を受信する
ように構成される第一受信モジュールと、
　前記第一受信モジュールが受信した前記フォルダの情報に基づいて前記フォルダの、前
記フォルダに含まれる少なくとも一つのファイルの情報を含むファイル目録リストを取得
するように構成される目録取得モジュールと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示して前記目標
ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスするように前記目録取得モジュー
ルが取得した前記ファイル目録リストを前記リソース要求装置に送信するように構成され
る目録送信モジュールと、
　を更に備え、
　前記目標リソースがファイルである場合、前記リソース共有装置は、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記ファイルの情報を受信する
ように構成される第二受信モジュールと、
　前記第二受信モジュールが受信した前記ファイルの情報に基づいて取得した前記ファイ
ルを、前記リソース要求装置に送信するように構成されるファイル送信モジュールと、
　を更に備えることを特徴とするリソース共有装置。
【請求項８】
　前記リスト取得モジュールは、
　前記リソース提供装置におけるそれぞれの共有リソースのリソース名称、リソース種類
及びリソース経路を取得するように構成される情報取得サブモジュールと、
　前記情報取得サブモジュールが取得した全ての共有リソースのリソース名称、リソース
種類及びリソース経路を、前記共有リソースリストとして確定するように構成されるリス
ト確定サブモジュールと、
　を備えることを特徴とする請求項７に記載のリソース共有装置。
【請求項９】
　リソース提供装置と共に同一のローカルエリアネットワークに接続されているリソース
要求装置において適用されるリソース共有装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
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　前記リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に共有リ
ソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、前記リソース提供装置において
予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービスポートを指し示す、リソー
ス共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスし、
　前記リソース提供装置が送信した、少なくとも一つの共有リソースの情報が含まれる前
記共有リソースリストを受信し、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示し、
　前記目標リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスする
　ように構成され、
　前記目標リソースがフォルダである場合、前記目標リソースの情報に基づいて前記目標
リソースにアクセスすることは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記フォルダのファイル目録リストをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソ
ース提供装置に前記フォルダの情報を送信することと、
　前記リソース提供装置が送信した、前記フォルダに含まれる少なくとも一つのファイル
の情報を含む前記ファイル目録リストを受信することと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示すことと、
　前記目標ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスすることと、
　を含み、
　前記目標リソースがファイルである場合、前記目標リソースの情報に基づいて前記目標
リソースにアクセスすることは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記ファイルをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソース提供装置に前記フ
ァイルの情報を送信することと、
　前記リソース提供装置が送信した前記ファイルを受信することと、
　を含むことを特徴とするリソース共有装置。
【請求項１０】
　リソース要求装置とともに同一のローカルエリアネットワークに接続されているリソー
ス提供装置において適用されるリソース共有装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　前記リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービ
スポートを指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスに、前記リソー
ス要求装置がブラウザを介してアクセスすることをモニタリングし、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して前記サービスアドレスにアクセスしたこ
とをモニタリングした場合、少なくとも一つの共有リソース情報が含まれる共有リソース
リストを取得し、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示して前記目標
リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするように、前記ｗｅｂサービス
ポートを介して前記リソース要求装置に前記共有リソースリストを送信し、
　前記目標リソースがフォルダである場合、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記フォルダの情報を受信し、
　前記フォルダの情報に基づいて前記フォルダの、前記フォルダに含まれる少なくとも一
つのファイルの情報を含むファイル目録リストを取得し、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示して前記目標
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ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスするように前記ファイル目録リス
トを前記リソース要求装置に送信し、
　前記目標リソースがファイルである場合、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記ファイルの情報を受信し、
　前記ファイルの情報に基づいて取得した前記ファイルを、前記リソース要求装置に送信
するように構成されることを特徴とするリソース共有装置。
【請求項１１】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項４のいずれかに記載のリソー
ス共有方法の実行をプロセッサに実現させることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願日が２０１４年７月２３日であり、出願番号がＣＮ２０１４１０３５３０
０８．６であり、発明名称が「リソース共有方法及び装置」である中国特許出願に基づき
優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容を本願に援用する。
　本発明はネットワークの技術分野に関わり、特にリソース共有方法、装置、プログラム
、及び記録媒体に関わる。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク技術の発展に伴い、ルータなど、ネットワーク共有に用いられるデバイス
を介して、複数の端末の間のネットワーク共有を実現できるようになった。例えば、コン
ピュータに携帯可能なＷｉＦｉ（Ｗｉｄｅｌｙ Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）装置を差し込むこと
でコンピュータが接続するネットワークを共有する場合、携帯電話も該ネットワークに接
続することができる。
【０００３】
　コンピュータは、携帯可能なＷｉＦｉ装置を通じネットワークを介して携帯電話とリソ
ースを共有する。コンピュータは予めリソースをコンピュータにおける共有フォルダにコ
ピーし、コンピュータにインストールされたネットワーク共有クライアントはＦＴＰ（Ｆ
ｉｌｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を介して、コンピュータにおけるリソース
を共有しており、携帯電話は携帯電話にインストールされたネットワーク共有クライアン
トを起動し、該ネットワーク共有クライアントはＦＴＰプロトコルを介して、コンピュー
タにインストールされたネットワーク共有クライアントとの接続を構築することで、共有
フォルダにアクセスして、共有フォルダからリソースを取得する。
【０００４】
　本発明を実現する過程において、発明者は当該技術には少なくとも以下のような問題が
存在すると発見した。携帯電話は、コンピュータにインストールされたネットワーク共有
クライアントとの接続を構築してリソースを取得するために、ネットワーク共有クライア
ントをインストールする必要があるが、ネットワーク共有クライアントのインストールは
携帯電話のメモリ空間を占めてしまう。
【発明の概要】
【０００５】
　共有リソースを取得するために携帯電話にネットワーク共有クライアントをインストー
ルすることによる、メモリ空間を無駄にするという問題を解決するために、本発明はリソ
ース共有方法、装置、プログラム、及び記録媒体を提供する。
【０００６】
　本発明の実施例の第一の態様によれば、リソース提供装置と共に同一のローカルエリア
ネットワークに接続されているリソース要求装置において適用されるリソース共有方法で
あって、
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　前記リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に共有リ
ソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、前記リソース提供装置において
予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービスポートを指し示す、リソー
ス共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスするステップと、
　前記リソース提供装置が送信した、少なくとも一つの共有リソースの情報が含まれる前
記共有リソースリストを受信するステップと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示すステップと、
　前記目標リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするステップと、
　を含むことを特徴とするリソース共有方法を提供する。
【０００７】
　選択的に、前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示すステップは、
　前記共有リソースリストに含まれる、前記共有リソースのリソース名称、リソース種類
及びリソース経路を含むそれぞれの共有リソースの情報をリスト項目として配列するステ
ップと、
　前記ブラウザにおいて、配列された前記共有リソースリストを表示するステップと
　を含む。
【０００８】
　また選択的に、前記目標リソースがフォルダである場合、前記目標リソースの情報に基
づいて前記目標リソースにアクセスするステップは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記フォルダのファイル目録リストをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソ
ース提供装置に前記フォルダの情報を送信するステップと、
　前記リソース提供装置が送信した、前記フォルダに含まれる少なくとも一つのファイル
の情報を含む前記ファイル目録リストを受信するステップと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示すステップと、
　前記目標ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスするステップと、
　を含む。
【０００９】
　また選択的に、前記目標リソースがファイルである場合、前記目標リソースの情報に基
づいて前記目標リソースにアクセスするステップは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記ファイルをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソース提供装置に前記フ
ァイルの情報を送信するステップと、
　前記リソース提供装置が送信した前記ファイルを受信するステップと、
　を含む。
【００１０】
　本発明の実施例の第二の態様によれば、リソース要求装置と共に同一のローカルエリア
ネットワークに接続されているリソース提供装置において適用されるリソース共有方法で
あって、
　前記リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービ
スポートを指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスに、前記リソー
ス要求装置がブラウザを介してアクセスすることをモニタリングするステップと、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して前記サービスアドレスにアクセスしたこ
とをモニタリングした場合、少なくとも一つの共有リソース情報が含まれる共有リソース
リストを取得するステップと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示して前記目標
リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするように、前記ｗｅｂサービス
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ポートを介して前記リソース要求装置に前記共有リソースリストを送信するステップと、
　ことを含むことを特徴とするリソース共有方法を提供する。
【００１１】
　選択的に、前記共有リソースリストを取得するステップは、
　前記リソース提供装置におけるそれぞれの共有リソースのリソース名称、リソース種類
及びリソース経路を取得するステップと、
　全ての共有リソースのリソース名称、リソース種類及びリソース経路を、前記共有リソ
ースリストとして確定するステップと、
　を含む。
【００１２】
　また選択的に、前記目標リソースがフォルダである場合、前記方法は、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記フォルダの情報を受信する
ステップと、
　前記フォルダの情報に基づいて前記フォルダの、前記フォルダに含まれる少なくとも一
つのファイルの情報を含むファイル目録リストを取得するステップと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示して前記目標
ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスするように前記ファイル目録リス
トを前記リソース要求装置に送信するステップと、
　を更に含む。
【００１３】
　また選択的に、前記目標リソースがファイルである場合、前記方法は、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記ファイルの情報を受信する
ステップと、
　前記ファイルの情報に基づいて取得した前記ファイルを、前記リソース要求装置に送信
するステップと、
　を更に含む。
【００１４】
　本発明の実施例の第三の態様によれば、リソース提供装置と共に同一のローカルエリア
ネットワークに接続されているリソース要求装置において適用されるリソース共有装置で
あって、
　前記リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に共有リ
ソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、前記リソース提供装置において
予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービスポートを指し示す、リソー
ス共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスするように構成されるアドレスア
クセスモジュールと、
　前記リソース提供装置が送信した、少なくとも一つの共有リソース情報が含まれる前記
共有リソースリストを受信するように構成されるリスト受信モジュールと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記リスト受信モジュールが受信した前記共有リソースリストを
示すように構成されるリスト呈示モジュールと、
　前記リスト呈示モジュールが示した前記目標リソースの情報に基づいて前記目標リソー
スにアクセスするように構成されるリソースアクセスモジュールと、
　を備えることを特徴とするリソース共有装置を提供する。
【００１５】
　選択的に、前記リスト呈示モジュールは、
　前記共有リソースリストに含まれる、前記共有リソースのリソース名称、リソース種類
及びリソース経路を含むそれぞれの共有リソースの情報をリスト項目として配列するよう
に構成されるリスト配列サブモジュールと、
　前記ブラウザにおいて前記リスト配列サブモジュールによって配列された前記共有リソ
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ースリストを表示するように構成されるリスト表示サブモジュールと、
　を備える。
【００１６】
　また選択的に、前記目標リソースがフォルダである場合、前記リソースアクセスモジュ
ールは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記フォルダのファイル目録リストをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソ
ース提供装置に前記フォルダの情報を送信するように構成される第一送信サブモジュール
と、
　前記リソース提供装置が送信した、前記フォルダに含まれる少なくとも一つのファイル
の情報を含む前記ファイル目録リストを受信するように構成される目録受信サブモジュー
ルと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記目録受信サブモジュールが受信した前記ファイル目録リスト
を示すように構成される目録呈示サブモジュールと、
　前記目録呈示サブモジュールが示した前記目標ファイルの情報に基づいて、前記目標フ
ァイルにアクセスするように構成されるファイルアクセスサブモジュールと、
　を備える。
【００１７】
　また選択的に、前記目標リソースがファイルである場合、前記リソースアクセスモジュ
ールは、
　前記リソース提供装置が前記ｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に前
記ファイルをリターンするように、前記ブラウザを介して前記リソース提供装置に前記フ
ァイルの情報を送信するように構成される第二送信サブモジュールと、
　前記リソース提供装置が送信した前記ファイルを受信するように構成されるファイル受
信サブモジュールと、
　を備える。
【００１８】
　本発明の実施例の第四の態様によれば、リソース要求装置と共に同一のローカルエリア
ネットワークに接続されているリソース提供装置において適用されるリソース共有装置で
あって、
　前記リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービ
スポートを指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスに、前記リソー
ス要求装置がブラウザを介してアクセスすることをモニタリングするように構成されたア
クセスモニタリングモジュールと、
　前記アクセスモニタリングモジュールが、前記リソース要求装置が前記ブラウザを介し
て前記サービスアドレスにアクセスしたことをモニタリングした場合、少なくとも一つの
共有リソースの情報が含まれる共有リソースリストを取得するように構成されるリスト取
得モジュールと、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示して前記目標
リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするように、前記ｗｅｂサービス
ポートを介して前記リソース要求装置に前記リスト取得モジュールが取得した前記共有リ
ソースリストを送信するように構成されるリスト送信モジュールと、
　を備えることを特徴とするリソース共有装置を提供する。
【００１９】
　選択的に、前記リスト取得モジュールは、
　前記リソース提供装置におけるそれぞれの共有リソースのリソース名称、リソース種類
及びリソース経路を取得するように構成される情報取得サブモジュールと、
　前記情報取得サブモジュールが取得した全ての共有リソースのリソース名称、リソース
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種類及びリソース経路を、前記共有リソースリストとして確定するように構成されるリス
ト確定サブモジュールと、
　を備える。
【００２０】
　また選択的に、前記目標リソースがフォルダである場合、前記装置は
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記フォルダの情報を受信する
ように構成される第一受信モジュールと、
　前記第一受信モジュールが受信した前記フォルダの情報に基づいて前記フォルダの、前
記フォルダに含まれる少なくとも一つのファイルの情報を含むファイル目録リストを取得
するように構成される目録取得モジュールと、
　ユーザが前記ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記ファイル目録リストを示して前記目標
ファイルの情報に基づいて前記目標ファイルにアクセスするように前記目録取得モジュー
ルが取得した前記ファイル目録リストを前記リソース要求装置に送信するように構成され
る目録送信モジュールと、
　を更に備える。
【００２１】
　また選択的に、前記目標リソースがファイルである場合、前記装置は、
　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して送信した前記ファイルの情報を受信する
ように構成される第二受信モジュールと、
　前記第二受信モジュールが受信した前記ファイルの情報に基づいて取得した前記ファイ
ルを、前記リソース要求装置に送信するように構成されるファイル送信モジュールと、
　を更に備える。
【００２２】
　本発明の実施例の第五の態様によれば、リソース提供装置と共に同一のローカルエリア
ネットワークに接続されているリソース要求装置において適用されるリソース共有装置で
あって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　前記リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介して前記リソース要求装置に共有リ
ソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、前記リソース提供装置において
予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービスポートを指し示す、リソー
ス共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスし、
　前記リソース提供装置が送信した、少なくとも一つの共有リソースの情報が含まれる前
記共有リソースリストを受信し、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
、前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示し、
　前記目標リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスする
　ように構成されることを特徴とするリソース共有装置を提供する。
【００２３】
　本発明の実施例の第六の態様によれば、リソース要求装置とともに同一のローカルエリ
アネットワークに接続されているリソース提供装置において適用されるリソース共有装置
であって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　前記リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービ
スポートを指し示すリソース共有に用いられる所定のサービスアドレスに、前記リソース
要求装置がブラウザを介してアクセスすることをモニタリングし、
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　前記リソース要求装置が前記ブラウザを介して前記サービスアドレスにアクセスしたこ
とをモニタリングした場合、少なくとも一つの共有リソース情報が含まれる共有リソース
リストを取得し、
　ユーザが前記共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するために
前記リソース要求装置が前記ブラウザにおいて前記共有リソースリストを示して前記目標
リソースの情報に基づいて前記目標リソースにアクセスするように、前記ｗｅｂサービス
ポートを介して前記リソース要求装置に前記共有リソースリストを送信する、
　ように構成されることを特徴とするリソース共有装置を提供する。
　本発明の実施例の第七の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、前記のリ
ソース共有方法を実現することを特徴とするプログラムを提供する。
　本発明の実施例の第八の態様によれば、前記のプログラムが記録された記録媒体を提供
する。
【００２４】
　本開示の実施例が提供する技術的解決策は下記のような有益な効果を有することができ
る。
【００２５】
　リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置に共有リソースリ
ストをリターンするようにブラウザを介して、リソース提供装置において予め設定された
、リソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース共有に用い
られる所定のサービスアドレスにアクセスし、リソース提供装置が送信した共有リソース
リストを受信し、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択
するようにブラウザにおいて共有リソースリストを示し、目標リソースの情報に基づいて
目標リソースにアクセスすることにより、ブラウザを介してリソース提供装置におけるｗ
ｅｂサービスポートと通信して共有リソースを取得することができ、共有リソースを取得
するためにリソース要求装置においてネットワーク共有クライアントをインストールする
ことによる問題を解決し、ネットワーク共有クライアントをインストールすることで占め
られるメモリ空間を節約するという効果を奏する。
【００２６】
　以上の一般的な説明及び後述の詳細な説明は、例示的なものに過ぎず、本発明を限定す
るものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
　ここで、図面は明細書に組み込んで本明細書の一部とし、本発明に合致する実施例を示
すとともに、明細書とともに本発明の原理を説明する。
【図１】図１は、一部の例示的な実施例にかかるリソース共有方法に関わる実施環境の概
念図である。
【図２】図２は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有方法のフローチャートであ
る。
【図３】図３は、他の一つの例示的な実施例にかかるリソース共有方法のフローチャート
である。
【図４】図４は、本例示的な実施例にかかるリソース表示の概念図である。
【図５】図５は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。
【図６】図６は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。
【図７】図７は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。
【図８】図８は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。
【図９】図９は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有に用いられる装置のブロッ
ク図である。
【図１０】図１０は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有に用いられる装置のブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２８】
　ここで、例示的実施例を詳しく説明し、その実施例は図面に示される。以下の説明は図
面に係る場合、特別に示されない限り、異なる図面における同じ符号は同じ又は共通する
要素を示す。本発明に合致するすべての実施の形態は、以下の例示的実施例で記述される
実施の形態に限られない。逆に、以下の例示的実施例で記述される実施の形態は、特許請
求の範囲に詳しく記述される、本発明のいくつかの形態に合致する装置及び方法の実例に
過ぎない。
【００２９】
　図１は本発明の各実施例に関わる実施環境の構造概念図である。該実施環境は、リソー
ス要求装置１１０、ルータ１２０及びリソース提供装置１３０を備える。
【００３０】
　リソース要求装置１１０は、その他の装置と有線又は無線の方式で通信するための通信
アセンブリを有する。リソース要求装置１１０は、電話機、携帯電話又はタブレットＰＣ
などであってもよい。リソース要求装置１１０とルータ１２０の間は無線の方式で接続さ
れている。
【００３１】
　ルータ１２０は、リソース要求装置１１０とリソース提供装置１３０との間において通
信接続を構築し、リソース要求装置１１０とリソース提供装置１３０との間の情報交換を
実現するために使われる。ルータ１２０とリソース提供装置１３０との間は有線又は無線
方式で接続されていることができ、又は、ルータ１２０は更にリソース提供装置１３０が
提供するＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）インタフェースを介してリ
ソース提供装置１３０に差し込むことができる。
【００３２】
　リソース提供装置１３０は、その他の装置と有線又は無線の方式で通信するための通信
アセンブリを有する。リソース提供装置１３０は既にネットワークと接続し、ルータ１２
０を介してネットワークをリソース要求装置１１０と共有する。リソース提供装置１３０
は、電話機、携帯電話又はタブレットＰＣなどであってもよい。
【００３３】
　図２は一つの例示的な実施例にかかるリソース共有方法のフローチャートである。図２
に示すように、該リソース共有方法は以下のようなステップを含む。
【００３４】
　ステップ２０１において、リソース提供装置は、リソース提供装置において予め設定さ
れたリソース共有に用いられるｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース共有に用いら
れる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアクセスすること
をモニタリングする。
【００３５】
　サービスアドレスは、リソース提供装置におけるｗｅｂサービスポートを指し示す予め
決めておいたアドレスであってもよく、該ｗｅｂサービスポートは、リソース提供装置に
おけるリソースを共有するために使われる。ここで、ブラウザとｗｅｂサービスポートは
同一のネットワークプロトコルを使用する。
【００３６】
　ステップ２０２において、リソース要求装置はブラウザを介して、リソース提供装置に
おいて予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービスポートを指し示す、リソ
ース共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスする。
【００３７】
　ステップ２０３において、リソース要求装置がブラウザを介してサービスアドレスにア
クセスしたことをモニタリングした場合、リソース提供装置は、少なくとも一つの共有リ
ソースの情報が含まれる共有リソースリストを取得する。
【００３８】
　ステップ２０４において、リソース提供装置はｗｅｂサービスポートを介してリソース
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要求装置に共有リソースリストを送信する。
【００３９】
　リソース要求装置はブラウザを介してサービスアドレスにアクセスするため、リソース
要求装置におけるブラウザが共有リソースリストを受信できるようにするために、リソー
ス提供装置はブラウザと同一のネットワークプロトコルを使用するｗｅｂサービスポート
を介して、リソース要求装置に共有リソースリストを送信してもよい。
【００４０】
　ステップ２０５において、リソース要求装置はリソース提供装置が送信した、少なくと
も一つの共有リソースの情報が含まれる共有リソースリストを受信する。
【００４１】
　ステップ２０６において、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソ
ースを選択するために、リソース要求装置はブラウザにおいて共有リソースリストを示す
。
【００４２】
　ステップ２０７において、リソース要求装置は目標リソースの情報に基づいて目標リソ
ースにアクセスする。
【００４３】
　本実施例において、リソース要求装置はブラウザを介してリソース提供装置におけるｗ
ｅｂサービスポートにアクセスすることができ、これにより、リソース要求装置において
リソースを共有するためのネットワーク共有クライアントをインストールする必要がなく
、リソース要求装置においてネットワーク共有クライアントをインストールすることで占
めるメモリ空間を節約する。
【００４４】
　ここで、ステップ２０２、２０５、２０６及び２０７は単独でリソース要求装置側のリ
ソース共有方法として実現可能であり、ステップ２０１、２０３及び２０４は単独でリソ
ース提供装置側のリソース共有方法として実現可能である。
【００４５】
　以上をまとめると、本開示が提供するリソース共有方法では、リソース提供装置におい
て予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース
共有に用いられる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアク
セスすることによって、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求
装置に共有リソースリストをリターンし、リソース要求装置がリソース提供装置により送
信された共有リソースリストを受信して、ブラウザにおいて共有リソースリストを示すこ
とにより、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択できる
ようにし、リソース要求装置が目標リソースの情報に基づいて目標リソースにアクセスす
ることにより、ブラウザを介してリソース提供装置におけるｗｅｂサービスポートと通信
して共有リソースを取得することができ、共有リソースを取得するためにリソース要求装
置においてネットワーク共有クライアントをインストールすることによる問題を解決し、
ネットワーク共有クライアントをインストールすることで占められるメモリ空間を節約す
るという効果を奏する。
【００４６】
　図３は他の一つの例示的な実施例にかかるリソース共有方法のフローチャートである。
図３に示すように、該リソース共有方法は以下のようなステップを含む。
【００４７】
　ステップ３０１において、リソース提供装置は、リソース提供装置において予め設定さ
れたリソース共有に用いられるｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース共有に用いら
れる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアクセスすること
をモニタリングする。
【００４８】
　サービスアドレスはユーザ又はメーカによって予め決めてから、サービスアドレスをリ
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ソース要求装置とリソース提供装置に通知してもよく、又は、サービスアドレスはリソー
ス要求装置とリソース提供装置によって決めてもよく、又は、サービスアドレスはリソー
ス提供装置によって割り当てから、リソース要求装置に通知してもよい。本実施例はサー
ビスアドレスの取得方法について限定しない。ここで、サービスアドレスはブラウザが識
別可能なネットワークアドレスであってもよい。
【００４９】
　リソース要求装置において共有リソースを取得するためのネットワーク共有クライアン
トをインストールしていないため、リソース要求装置は、リソース提供装置が共有するロ
ーカルエリアネットワークに接続した後、ネットワーク共有クライアントを介してサービ
スアドレスにアクセスすることができない。リソース要求装置には、通常、ブラウザがイ
ンストールされているため、リソース提供装置は、ブラウザと同一のプロトコルを使用す
るｗｅｂサービスポートを提供することができ、ネットワーク共有クライアントをインス
トールしていないリソース要求装置がブラウザを介してｗｅｂサービスポートにアクセス
することを可能にし、これにより、共有リソースにアクセスし、共有リソースに対する共
有範囲を拡大した。ここで、ｗｅｂサービスポートは１９２．１６８．１２３．１：８０
に設定することができる。
【００５０】
　リソース提供装置はリソース要求装置がいつサービスアドレスにアクセスするかについ
て確定できない。そのため、共有リソースに対するリソース要求装置のアクセスにタイム
リーに応答するために、リソース提供装置はｗｅｂサービスポートに対してモニタリング
を続ける必要がある。ここで、リソース提供装置はインストールされたネットワーク共有
クライアントが提供するｗｅｂサービスを介してｗｅｂサービスポートをモニタリングす
ることができる。
【００５１】
　ステップ３０２において、リソース要求装置はブラウザを介して、前記リソース提供装
置において予め設定されたリソース共有に用いられるネットワークｗｅｂサービスポート
を指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスする。そして
、リソース提供装置は、ｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置に共有リソース
リストをリターンする。
【００５２】
　本実施例において、リソース要求装置にはネットワーク共有クライアントをインストー
ルせず、ブラウザをインストールするので、リソース提供装置における共有リソースを取
得するために、リソース要求装置はブラウザを介してサービスアドレスにアクセスするこ
とができる。
【００５３】
　ステップ３０３において、リソース要求装置がブラウザを介してサービスアドレスにア
クセスしたことをモニタリングした場合、リソース提供装置はリソース提供装置における
それぞれの共有リソースのリソース名称、リソース種類及びリソース経路を取得し、全て
の共有リソースのリソース名称、リソース種類及びリソース経路を共有リソースリストと
して確定する。
【００５４】
　本実施例において、リソース提供装置はｗｅｂサービスポートをモニタリングすること
ができる。リソース要求装置がブラウザを介してサービスアドレスにアクセスするとき、
ルータはサービスアドレスを取得することができ、ルータは該サービスアドレスに対応す
るｗｅｂサービスポートにアクセスする。このとき、リソース提供装置はアクセスイベン
トをモニタリングした場合、リソース要求装置が取得を必要とするリソース提供装置にお
ける共有リソースを確定する。
【００５５】
　リソース提供装置がアクセスイベントをモニタリングした後、それぞれの共有リソース
の情報を取得し、共有リソースリストを得ることができる。即ち、共有リソースリストに
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は少なくとも一つの共有リソースの情報が含まれる。
【００５６】
　本実施例において、共有リソースの情報は、共有リソースのリソース名称、リソース種
類及びリソース経路を含む。ここで、リソース名称は共有リソースを識別するためのもの
であり、リソース種類は共有リソースのデータ種類を示すものであり、リソース経路は共
有リソースのメモリアドレスを示すものである。例えば、ある共有リソースのリソース名
称は「ｉｍａｇｅ」であり、リソース種類は画像であり、リソース経路は「Ｃ：＼Ｄｏｃ
ｕｍｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｓｅｔｔｉｎｇｓ」である。
【００５７】
　ステップ３０４において、リソース提供装置はｗｅｂサービスポートを介してリソース
要求装置に共有リソースリストを送信する。
【００５８】
　リソース要求装置はブラウザを介してサービスアドレスにアクセスするため、リソース
要求装置におけるブラウザが共有リソースリストを受信できるようにするために、リソー
ス提供装置はブラウザと同一のネットワークプロトコルを使用するｗｅｂサービスポート
を介して、リソース要求装置に共有リソースリストを送信することができる。
【００５９】
　ステップ３０５において、リソース要求装置は、リソース提供装置が送信した少なくと
も一つの共有リソースの情報が含まれる共有リソースリストを受信する。
【００６０】
　リソース要求装置はブラウザ通じ、ｗｅｂサービスポートを介して送信された共有リソ
ースリストを受信する。
【００６１】
　ステップ３０６において、リソース要求装置は共有リソースリストに含まれる、共有リ
ソースのリソース名称、リソース種類及びリソース経路を含むそれぞれの共有リソースの
情報をリスト項目として配列し、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目標
リソースを選択するために、ブラウザにおいて、配列された共有リソースリストを表示す
る。
【００６２】
　ユーザが表示された共有リソースリストから取得を必要とする目標リソースの情報を選
択するために、リソース要求装置は共有リソースリストを受信した後、ブラウザにおいて
共有リソースリストを表示する必要がある。
【００６３】
　共有リソースリストを表示する際、共有リソースリストはそれぞれの共有リソースのリ
ソース名称、リソース種類及びリソース経路を含むため、リソース要求装置がブラウザに
おいて全てのリソース名称、リソース種類及びリソース経路をランダムに表示した場合、
表示した情報が混乱するという状態を招きやすく、ユーザは情報を逐一探す必要があり、
情報を探す効率が低いという結果を招いてしまう。
【００６４】
　本実施例において、リソース要求装置は各共有リソースに基づいて共有リストを表示す
ることができる。即ち、リソース要求装置はそれぞれの共有リソースの情報を一つのリス
ト項目にすることができ、該リスト項目には該共有リソースのリソース名称、リソース種
類及びリソース経路が含まれる。図４は本例示的な実施例にかかるリソース表示の概念図
である。図４における各行は一つのリスト項目である。例えば、図４における「ｉｍａｇ
ｅ」、「ｔｅｍｐ」、「ｃｕｐ．ｐｎｇ」、「ａｂｓｔｒａｃｔ．ｐｎｇ」、「ｌａｎｄ
ｓｃａｐｅ．ｐｎｇ」、「ｎａｔｕｒｅ．ｐｎｇ」及び「ｐｅｏｐｌｅ．ｐｎｇ」は全て
独立した一つのリスト項目である。
【００６５】
　リソース要求装置において共有リソースリストを表示した後、ユーザがある共有リソー
スの取得を必要とする場合、クリックなどの方法で該リソースを選択することができ、リ
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ソース要求装置はユーザが選択したリソースを目標リソースとして確定し、目標リソース
の情報を取得する。ここで、目標リソースの情報は、目標リソースのリソース名称、リソ
ース種類及びリソース経路を含む。
【００６６】
　本実施例において、ユーザが選択した目標リソースはファイル、又はフォルダであって
もよく、フォルダはフォルダとファイルの少なくとも一種を含むことができる。例えば、
フォルダ内のファイルは所定の分類規則に基づいて分類されている。フォルダの狭い範囲
においてファイルを探すことができるため、全てのファイルを一か所に集めて、全てのフ
ァイルの中からあるファイルを探すという方法による、効率が低いという問題をさけるこ
とができ、ファイルを探す効率を高める効果を奏することができる。
【００６７】
　ステップ３０７において、リソース要求装置は目標リソースの情報に基づいて目標リソ
ースにアクセスする。
【００６８】
　ユーザが共有リソースリストから選択する目標リソースはフォルダ又はファイルであっ
てもよいため、リソース要求装置は目標リソースの種類に基づいて目標リソースを取得す
る必要がある。
【００６９】
　第一として、目標リソースがフォルダである場合、目標リソースの情報に基づいて目標
リソースにアクセスするステップは、次のステップを含む。
【００７０】
　１）リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置にフォルダの
ファイル目録リストをリターンするように、ブラウザを介してリソース提供装置にフォル
ダの情報を送信する。
【００７１】
　２）リソース提供装置が送信した、フォルダに含まれる少なくとも一つのファイルの情
報を含むファイル目録リストを受信する。
【００７２】
　３）ユーザがファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
、ブラウザにおいてファイル目録リストを示す。
【００７３】
　４）目標ファイルの情報に基づいて、目標ファイルにアクセスする。
【００７４】
　目標リソースがフォルダである場合、該フォルダに関わる共有リソースを取得するよう
に、リソース要求装置はブラウザを介してフォルダの情報をリソース提供装置に送信する
必要がある。リソース提供装置が、一つのフォルダにおける全てのファイルのダウンロー
ドを一回で提供することができる場合、リソース提供装置はｗｅｂサービスポートを介し
て該フォルダに含まれる全てのファイルをリソース要求装置に送信することができる。リ
ソース提供装置が一つのフォルダにおける一つのファイルのダウンロードを一回で提供す
る場合、リソース提供装置はｗｅｂサービスポートを介して該フォルダに含まれる全ての
ファイルのファイル目録リストをリソース要求装置に送信することができ、リソース要求
装置はブラウザにおいてファイル目録リストを表示し、ユーザはファイル目録リストから
アクセスが必要なファイルを選択し、リソース要求装置はユーザが選択したファイルを目
標ファイルとして確定して、目標ファイルの情報を取得し、目標ファイルの情報に基づい
て目標ファイルにアクセスする。ここで、ファイル目録リストには少なくとも一つのファ
イルの情報が含まれており、ファイルの情報はファイル名称、ファイル種類及びファイル
経路を含む。リソース要求装置がブラウザにおいてファイル目録リストを表示する方法と
ブラウザにおいて共有リソースリストを表示する方法は同じであり、ここでは繰り返し説
明しない。
【００７５】
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　例えば、図４において、リソース提供装置はブラウザにｉｍａｇｅフォルダの情報、ｔ
ｅｍｐフォルダの情報及びｃｕｐ．ｐｎｇファイルの情報を送信し、図４の左側の概念図
に示すように、ブラウザは共有リソースリストを作成して表示する。ユーザは取得する必
要がある共有リソースがｉｍａｇｅフォルダに属すことを確定した場合、ｉｍａｇｅフォ
ルダを選択することができ、リソース要求装置はｉｍａｇｅフォルダを目標リソースとし
て確定して、リソース提供装置にｉｍａｇｅフォルダの情報を送信し、リソース提供装置
はｉｍａｇｅフォルダに含まれるファイルの情報を取得して、ファイルの情報をリソース
要求装置に送信する。図４の右側の概念図に示すように、ブラウザにおいてファイルの情
報を表示するとき、それぞれのファイルの情報を一つのリスト項目として表示することが
でき、少なくとも一つのリスト項目を含むファイル目録リストを得ることができる。
【００７６】
　選択的に、ユーザが選択した目標ファイルがフォルダである場合、リソース要求装置は
継続してフォルダの情報をリソース提供装置に送信し、該フォルダのファイル目録リスト
を取得し、リソース要求装置はファイル目録リストにおけるファイルにアクセスする、ま
たは、ファイルにアクセスした後、アクセスプロセスを終了するまで、リソース要求装置
は継続して該ファイル目録リストにおけるフォルダに含まれるファイル目録リストを取得
することができる。
【００７７】
　ファイル目録リストに更にフォルダが含まれる場合、リソース提供装置はフォルダ情報
とともにファイル情報をリソース要求装置に送信してもよく、ブラウザにおいて示すファ
イル目録構造にはフォルダが含まれるし、ファイルも含まれる。仮に目標リソースは共有
ディスクだとすると、図４の左側の概念図に示すファイル目録構造は共有ディスクの目録
構造であり、図４にはｉｍａｇｅフォルダとｔｅｍｐフォルダが含まれるし、ｃｕｐ．ｐ
ｎｇファイルも含まれる。
【００７８】
　従って、目標リソースがフォルダである場合、本実施例が提供するリソース共有方法は
、更に次のステップが含まれる。
【００７９】
　１）リソース要求装置がブラウザを介して送信したフォルダの情報を受信する。
【００８０】
　２）フォルダの情報に基づいてフォルダの、フォルダに含まれる少なくとも一つのファ
イルの情報を含むファイル目録リストを取得する。
【００８１】
　３）ユーザがファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するために
リソース要求装置がブラウザにおいてファイル目録リストを示して目標ファイルの情報に
基づいて目標ファイルにアクセスするように、ファイル目録リストをリソース要求装置に
送信する。
【００８２】
　リソース提供装置はフォルダの情報を受信した後、該フォルダにおける全てのファイル
をリソース要求装置に送信し、又は、リソース提供装置は該フォルダのファイル目録リス
トを取得して、ファイル目録リストをリソース要求装置に送信し、リソース要求装置はフ
ァイル目録リストに基づいてファイルにアクセスする。
【００８３】
　次に、目標リソースがファイルである場合、目標リソースの情報に基づいて目標リソー
スにアクセスするステップは、次のステップが含まれる。
【００８４】
　１）リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置にファイルを
リターンするように、ブラウザを介してリソース提供装置にファイルの情報を送信する。
【００８５】
　２）リソース提供装置が送信したファイルを受信する。
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【００８６】
　目標リソースがファイルである場合、リソース要求装置はブラウザを介してファイルの
情報をリソース提供装置に送信し、リソース提供装置はファイルの情報に基づいて取得し
たファイルをｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置に送信し、リソース要求装
置はファイルを受信する。
【００８７】
　従って、目標リソースがファイルである場合、本実施例が提供するリソース共有方法は
、更に、次のステップが含まれる。
【００８８】
　１）リソース要求装置がブラウザを介して送信したファイルの情報を受信する。
【００８９】
　２）ファイルの情報に基づいて取得したファイルを、リソース要求装置に送信する。
【００９０】
　リソース提供装置がファイルの情報を受信した後、ファイルの情報に基づいてファイル
を取得し、ｗｅｂサービスポートを介して、取得したファイルをリソース要求装置に送信
する。
【００９１】
　本実施例において、リソース要求装置はブラウザを介してリソース提供装置におけるｗ
ｅｂサービスポートにアクセスすることができ、これにより、リソース要求装置において
余分にリソースを共有するためのネットワーク共有クライアントをインストールする必要
がないため、リソース要求装置においてネットワーク共有クライアントをインストールす
ることで占められるメモリ空間を節約した。
【００９２】
　ここで、ステップ３０２、３０５、３０６及び３０７は単独でリソース要求装置側のリ
ソース共有方法として実現可能であり、ステップ３０１、３０３及び３０４は単独でリソ
ース提供装置側のリソース共有方法として実現可能である。
【００９３】
　以上をまとめると、本開示が提供するリソース共有方法では、リソース提供装置におい
て予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース
共有に用いられる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアク
セスすることによって、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求
装置に共有リソースリストをリターンし、リソース要求装置がリソース提供装置により送
信された共有リソースリストを受信して、ブラウザにおいて共有リソースリストを示すこ
とにより、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択できる
ようにし、リソース要求装置が目標リソースの情報に基づいて目標リソースにアクセスす
ることにより、ブラウザを介してリソース提供装置におけるｗｅｂサービスポートと通信
して共有リソースを取得することができ、共有リソースを取得するためにリソース要求装
置においてネットワーク共有クライアントをインストールすることによる問題を解決し、
ネットワーク共有クライアントをインストールすることで占められるメモリ空間を節約す
るという効果を奏する。
【００９４】
　更に、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置にフォルダ
のファイル目録リストをリターンするようにブラウザを介してリソース提供装置にフォル
ダの情報を送信し、リソース提供装置が送信したファイル目録リストを受信し、ユーザが
ファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するようにブラウザにおい
てファイル目録リストを示し、目標ファイルの情報に基づいて目標ファイルにアクセスす
ることにより、フォルダに基づいてファイルを分類することができ、全てのフォルダにお
けるファイルを一か所に集めて、全てのファイルの中から一つのファイルを探すという方
法による、効率が低いという問題をさけ、ファイルを探す効率を高めるという効果を奏す
る。
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【００９５】
　図５は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。リソー
ス共有方法はリソース要求装置において適用され、リソース要求装置とリソース提供装置
は同一のローカルエリアネットワークに接続され、図５に示すように、リソース共有装置
はアドレスアクセスモジュール５０１、リスト受信モジュール５０２、リスト呈示モジュ
ール５０３及びリソースアクセスモジュール５０４を備える。
【００９６】
　アドレスアクセスモジュール５０１は、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介
してリソース要求装置に共有リソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、
リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービス
ポートを指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスするよ
うに構成される。
【００９７】
　リスト受信モジュール５０２は、リソース提供装置が送信した少なくとも一つの共有リ
ソースの情報が含まれる共有リソースリストを受信するように構成される。
【００９８】
　リスト呈示モジュール５０３は、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目
標リソースを選択するために、ブラウザにおいてリスト受信モジュール５０２が受信した
共有リソースリストを示すように構成される。
【００９９】
　リソースアクセスモジュール５０４は、リスト呈示モジュール５０３が示した目標リソ
ースの情報に基づいて、目標リソースにアクセスするように構成される。
【０１００】
　以上をまとめると、本開示が提供するリソース共有装置では、リソース提供装置におい
て予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース
共有に用いられる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアク
セスすることによって、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求
装置に共有リソースリストをリターンし、リソース要求装置がリソース提供装置により送
信された共有リソースリストを受信して、ブラウザにおいて共有リソースリストを示すこ
とにより、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択できる
ようにし、リソース要求装置が目標リソースの情報に基づいて目標リソースにアクセスす
ることにより、ブラウザを介してリソース提供装置におけるｗｅｂサービスポートと通信
して共有リソースを取得することができ、共有リソースを取得するためにリソース要求装
置においてネットワーク共有クライアントをインストールすることによる問題を解決し、
ネットワーク共有クライアントをインストールすることで占められるメモリ空間を節約す
るという効果を奏する。
【０１０１】
　図６は一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。リソース
共有方法はリソース要求装置において適用され、リソース要求装置とリソース提供装置は
同一のローカルエリアネットワークに接続され、図６に示すように、リソース共有装置は
アドレスアクセスモジュール５０１、リスト受信モジュール５０２、リスト呈示モジュー
ル５０３及びリソースアクセスモジュール５０４を備える。
【０１０２】
　アドレスアクセスモジュール５０１は、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介
してリソース要求装置に共有リソースリストをリターンするように、ブラウザを介して、
リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられる前記ｗｅｂサービス
ポートを指し示す、リソース共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセスするよ
うに構成される。
【０１０３】
　リスト受信モジュール５０２は、リソース提供装置が送信した少なくとも一つの共有リ
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ソースの情報が含まれる共有リソースリストを受信するように構成される。
【０１０４】
　リスト呈示モジュール５０３は、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目
標リソースを選択するために、ブラウザにおいてリスト受信モジュール５０２が受信した
共有リソースリストを示すように構成される。
【０１０５】
　リソースアクセスモジュール５０４は、リスト呈示モジュール５０３が示した目標リソ
ースの情報に基づいて、目標リソースにアクセスするように構成される。
【０１０６】
　選択的に、リスト呈示モジュール５０３は、リスト配列サブモジュール５０３１とリス
ト表示サブモジュール５０３２とを備える。
【０１０７】
　リスト配列サブモジュール５０３１は、共有リソースリストに含まれる、共有リソース
のリソース名称、リソース種類及びリソース経路を含むそれぞれの共有リソースの情報を
リスト項目として配列するように構成される。
【０１０８】
　リスト表示サブモジュール５０３２は、ブラウザにおいてリスト配列サブモジュール５
０３１によって配列された共有リソースリストを表示するように構成される。
【０１０９】
　選択的に、目標リソースがフォルダである場合、リソースアクセスモジュール５０４は
第一送信サブモジュール５０４１、目録受信サブモジュール５０４２、目録呈示サブモジ
ュール５０４３及びファイルアクセスサブモジュール５０４４を備える。
【０１１０】
　第一送信サブモジュール５０４１は、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介し
てリソース要求装置にフォルダのファイル目録リストをリターンするように、ブラウザを
介してリソース提供装置にフォルダの情報を送信するように構成される。
【０１１１】
　目録受信サブモジュール５０４２は、リソース提供装置が送信した、フォルダに含まれ
る少なくとも一つのファイルの情報を含むファイル目録リストを受信するように構成され
る。
【０１１２】
　目録呈示サブモジュール５０４３は、ユーザがファイル目録リストからアクセスが必要
な目標ファイルを選択するために、ブラウザにおいて目録受信サブモジュール５０４２が
受信したファイル目録リストを示すように構成される。
【０１１３】
　ファイルアクセスサブモジュール５０４４は、目録呈示サブモジュール５０４３が示す
目標ファイルの情報に基づいて目標ファイルにアクセスするように構成される。
【０１１４】
　また選択的に、目標リソースがファイルである場合、リソースアクセスモジュール５０
４は第二送信サブモジュール５０４５とファイル受信サブモジュール５０４６とを備える
。
【０１１５】
　第二送信サブモジュール５０４５は、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介し
てリソース要求装置にファイルをリターンするように、ブラウザを介してリソース提供装
置にファイルの情報を送信するように構成される。
【０１１６】
　ファイル受信サブモジュール５０４６は、リソース提供装置が送信したファイルを受信
するように配置される。
【０１１７】
　以上をまとめると、本開示が提供するリソース共有装置では、リソース提供装置におい
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て予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース
共有に用いられる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアク
セスすることによって、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求
装置に共有リソースリストをリターンし、リソース要求装置がリソース提供装置により送
信された共有リソースリストを受信して、ブラウザにおいて共有リソースリストを示すこ
とにより、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択できる
ようにし、リソース要求装置が目標リソースの情報に基づいて目標リソースにアクセスす
ることにより、ブラウザを介してリソース提供装置におけるｗｅｂサービスポートと通信
して共有リソースを取得することができ、共有リソースを取得するためにリソース要求装
置においてネットワーク共有クライアントをインストールすることによる問題を解決し、
ネットワーク共有クライアントをインストールすることで占められるメモリ空間を節約す
るという効果を奏する。
【０１１８】
　更に、リソース提供装置がｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置にフォルダ
のファイル目録リストをリターンするように、ブラウザを介してリソース提供装置にフォ
ルダの情報を送信し、リソース提供装置が送信したファイル目録リストを受信し、ユーザ
がファイル目録リストからアクセスが必要な目標ファイルを選択するように、ブラウザに
おいてファイル目録リストを示し、目標ファイルの情報に基づいて目標ファイルにアクセ
スすることにより、フォルダに基づいてファイルを分類することができ、全てのフォルダ
におけるファイルを一か所に集めて、全てのファイルの中から一つのファイルを探すとい
う方法による、効率が低いという問題をさけ、ファイルを探す効率を高めるという効果を
奏する。
【０１１９】
　図７は一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。リソース
共有装置はリソース提供装置において適用され、リソース提供装置とリソース要求装置は
同一のローカルエリアネットワークに接続され、図７に示すように、リソース共有装置は
アクセスモニタリングモジュール７０１、リスト取得モジュール７０２及びリスト送信モ
ジュール７０３を備える。
【０１２０】
　アクセスモニタリングモジュール７０１は、リソース提供装置において予め設定された
リソース共有に用いられるネットワークｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース共有
に用いられる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアクセス
することをモニタリングするように構成される。
【０１２１】
　リスト取得モジュール７０２は、アクセスモニタリングモジュール７０１が、リソース
要求装置がブラウザを介してサービスアドレスにアクセスしたことをモニタリングした場
合、少なくとも一つの共有リソースの情報が含まれる共有リソースリストを取得するよう
に構成される。
【０１２２】
　リスト送信モジュール７０３は、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目
標リソースを選択するためにリソース要求装置がブラウザにおいて共有リソースリストを
示して目標リソースの情報に基づいて目標リソースにアクセスするように、ｗｅｂサービ
スポートを介してリソース要求装置にリスト取得モジュール７０２が取得した共有リソー
スリストを送信するように構成される。
【０１２３】
　以上をまとめると、本開示が提供するリソース共有装置では、リソース要求装置がブラ
ウザを介して、リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅ
ｂサービスポートを指し示すリソース共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセ
スすることをモニタリングし、リソース要求装置がブラウザを介してサービスアドレスに
アクセスしたことをモニタリングした場合、共有リソースリストを取得し、ユーザが共有
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リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するためにリソース要求装置が
ブラウザにおいて共有リソースリストを示して目標リソースの情報に基づいて目標リソー
スにアクセスするように、ｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置に共有リソー
スリストを送信し、ｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置におけるブラウザと
通信することで共有リソースを提供することができ、共有リソースを取得するためにリソ
ース要求装置においてネットワーク共有クライアントをインストールすることによる問題
を解決し、ネットワーク共有クライアントをインストールすることで占められるメモリ空
間を節約するという効果を奏する。
【０１２４】
　図８は一つの例示的な実施例にかかるリソース共有装置のブロック図である。リソース
共有装置はリソース提供装置において適用され、リソース提供装置とリソース要求装置は
同一のローカルエリアネットワークに接続され、図８に示すように、リソース共有装置は
アクセスモニタリングモジュール７０１、リスト取得モジュール７０２及びリスト送信モ
ジュール７０３を備える。
【０１２５】
　アクセスモニタリングモジュール７０１は、リソース提供装置において予め設定された
リソース共有に用いられるネットワークｗｅｂサービスポートを指し示す、リソース共有
に用いられる所定のサービスアドレスに、リソース要求装置がブラウザを介してアクセス
することをモニタリングするように構成される。
【０１２６】
　リスト取得モジュール７０２は、アクセスモニタリングモジュール７０１が、リソース
要求装置がブラウザを介してサービスアドレスにアクセスしたことをモニタリングした場
合、少なくとも一つの共有リソースの情報が含まれる共有リソースリストを取得するよう
に構成される。
【０１２７】
　リスト送信モジュール７０３は、ユーザが共有リソースリストからアクセスが必要な目
標リソースを選択するためにリソース要求装置がブラウザにおいて共有リソースリストを
示して目標リソースの情報に基づいて目標リソースにアクセスするように、ｗｅｂサービ
スポートを介してリソース要求装置にリスト取得モジュール７０２が取得した共有リソー
スリストを送信するように構成される。
【０１２８】
　選択的に、リスト取得モジュール７０２は、情報取得サブモジュール７０２１とリスト
確定サブモジュール７０２２とを備える。
【０１２９】
　情報取得サブモジュール７０２１は、リソース提供装置におけるそれぞれの共有リソー
スのリソース名称、リソース種類及びリソース経路を取得するように構成される。
【０１３０】
　リスト確定サブモジュール７０２２は、情報取得サブモジュール７０２１が取得した全
ての共有リソースのリソース名称、リソース種類及びリソース経路を、共有リソースリス
トとして確定するように構成される。
【０１３１】
　選択的に、目標リソースがフォルダである場合、本実施例が提供するリソース共有装置
は、第一受信モジュール７０４、目録取得モジュール７０５及び目録送信モジュール７０
６を更に備える。
【０１３２】
　第一受信モジュール７０４は、リソース要求装置がブラウザを介して送信したフォルダ
の情報を受信するように構成される。
【０１３３】
　目録取得モジュール７０５は、第一受信モジュール７０４が受信したフォルダの情報に
基づいてフォルダの、フォルダに含まれる少なくとも一つのファイルの情報を含むファイ
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ル目録リストを取得するように構成される。
【０１３４】
　目録送信モジュール７０６は、ユーザがファイル目録リストからアクセスが必要な目標
ファイルを選択するためにリソース要求装置がブラウザにおいて前記ファイル目録リスト
を示して目標ファイルの情報に基づいて目標ファイルにアクセスするように、目録取得モ
ジュール７０５が取得したファイル目録リストをリソース要求装置に送信するように構成
される。
【０１３５】
　また選択的に、目標リソースがファイルである場合、本実施例が提供するリソース共有
装置は、第二受信モジュール７０７とファイル送信モジュール７０８とを更に備える。
【０１３６】
　第二受信モジュール７０７は、リソース要求装置がブラウザを介して送信したファイル
の情報を受信するように構成される。
【０１３７】
　ファイル送信モジュール７０８は、第二受信モジュール７０７が受信したファイルの情
報に基づいて取得したファイルを、リソース要求装置に送信するように構成される。
【０１３８】
　以上をまとめると、本開示が提供するリソース共有装置では、リソース要求装置がブラ
ウザを介して、リソース提供装置において予め設定されたリソース共有に用いられるｗｅ
ｂサービスポートを指し示すリソース共有に用いられる所定のサービスアドレスにアクセ
スすることをモニタリングし、リソース要求装置がブラウザを介してサービスアドレスに
アクセスしたことをモニタリングした場合、共有リソースリストを取得し、ユーザが共有
リソースリストからアクセスが必要な目標リソースを選択するためにリソース要求装置が
ブラウザにおいて共有リソースリストを示して目標リソースの情報に基づいて目標リソー
スにアクセスするように、ｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置に共有リソー
スリストを送信し、ｗｅｂサービスポートを介してリソース要求装置におけるブラウザと
通信することで共有リソースを提供することができ、共有リソースを取得するためにリソ
ース要求装置においてネットワーク共有クライアントをインストールすることによる問題
を解決し、ネットワーク共有クライアントをインストールすることで占められるメモリ空
間を節約するという効果を奏する。
【０１３９】
　更に、リソース要求装置がブラウザを介して送信したフォルダの情報を受信し、フォル
ダの情報に基づいてフォルダのファイル目録リストを取得し、ユーザがファイル目録リス
トからアクセスが必要な目標ファイルを選択するためにリソース要求装置がブラウザにお
いてファイル目録リストを示して目標ファイルの情報に基づいて目標ファイルにアクセス
するように、ファイル目録リストをリソース要求装置に送信し、、フォルダに基づいてフ
ァイルを分類することができ、全てのフォルダにおけるファイルを一か所に集めて、全て
のファイルの中から一つのファイルを探すという方法による、効率が低いという問題をさ
け、ファイルを探す効率を高めるという効果を奏する。
【０１４０】
　上記実施例の装置については、各モジュールが操作を実行する具体的な方式は、該方法
に関する実施例において詳しく説明したので、ここで、詳しく説明しない。
【０１４１】
　図９は一つの例示的な実施例にかかるリソース共有に用いられる装置９００のブロック
図である。装置９００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受
信機器、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機器、パーソ
ナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
【０１４２】
　図９に示すように、装置９００は、プロセスアセンブリ９０２、メモリ９０４、電源ア
センブリ９０６、マルチメディアアセンブリ９０８、オーディオアセンブリ９１０、入力
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／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース９１２、センサアセンブリ９１４、および通信アセンブ
リ９１６のような１つ以上のアセンブリを含んでよい。
【０１４３】
　プロセスアセンブリ９０２は、一般的には装置９００全体の操作を制御するものであり
、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操作
を制御する。プロセスアセンブリ９０２は、１つ以上のプロセッサ９１８を含み、これら
によって指令を実行することにより、上記方法の全部、或は一部のステップを実現するよ
うにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ９０２は、一つ以上のモジュールを含み、こ
れらによってプロセスアセンブリ９０２と他のアセンブリの間のインタラクションを容易
にするようにしてもよい。例えば、プロセスアセンブリ９０２は、マルチメディアモジュ
ールを含み、これらによってマルチメディアアセンブリ９０８とプロセスアセンブリ９０
２の間のインタラクションを容易にするようにしてもよい。
【０１４４】
　メモリ９０４は、各種類のデータを記憶することにより装置９００の操作を支援するよ
うに構成される。これらのデータの例は、装置９００において操作されるいずれのアプリ
ケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオ等を含む。メモリ９０４は、いずれの種類の揮発性メモリ、不揮発性メモリ記
憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓ
ｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディス
ク、或いは光ディスクである。
【０１４５】
　電源アセンブリ９０６は、装置９００の多様なアセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ９０６は、電源管理システム、一つ以上の電源、及び装置９００のための電力の生
成、管理及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【０１４６】
　マルチメディアアセンブリ９０８は、前記装置９００とユーザの間に一つの出力インタ
ーフェイスを提供するスクリーンを含む。上記実施例において、スクリーンは液晶モニタ
ー（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含む
ことにより、スクリーンはタッチスクリーンとして実現されることができ、ユーザからの
入力信号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり
、タッチ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タ
ッチセンサは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記タッチ、或はスライ
ド操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記実施例において、マルチメディアアセ
ンブリ９０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置９００が、
例えば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及び
／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリア
カメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を
有するものであってもよい。
【０１４７】
　オーディオアセンブリ９１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい
。例えば、オーディオアセンブリ９１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置９００
が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、
マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、
さらにメモリ９０４に記憶されたり、通信アセンブリ９１６を介して送信されたりされる
。上記実施例において、オーディオアセンブリ９１０は、オーディオ信号を出力するため
の一つのスピーカーをさらに含む。
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【０１４８】
　Ｉ／Ｏインターフェイス９１２は、プロセスアセンブリ９０２と周辺インターフェイス
モジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモ
ジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタン
は、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが
、これらに限定されない。
【０１４９】
　センサアセンブリ９１４は、装置９００に各方面の状態に対する評価を提供するための
一つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ９１４は、装置９００のＯＮ／ＯＦ
Ｆ状態、装置９００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的な位置決め
を検出できる。また、例えば、センサアセンブリ９１４は、装置９００、或は装置９００
の一つのアセンブリの位置変更、ユーザと装置９００とが接触しているか否か、装置９０
０の方位、又は加速／減速、装置９００の温度の変化を検出できる。センサアセンブリ９
１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサ
を含んでもよい。センサアセンブリ９１４は、撮影アプリケーションに適用するため、Ｃ
ＭＯＳ、又はＣＣＤ画像センサのような光センサを含んでもよい。上記実施例において、
当該センサアセンブリ９１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、
圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【０１５０】
　通信アセンブリ９１６は、装置９００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提
供する。装置９００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせのような
、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施例にお
いて、通信アセンブリ９１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムからの
放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において、前記通
信アセンブリ９１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより、
近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒ
ｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａ
ｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づいて実現で
きる。
【０１５１】
　例示的な実施例において、装置９００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇ
ｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　
Ａｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の
電子部品によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【０１５２】
　例示的な実施例では、さらに、指令を含むコンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶
媒体、例えば、指令を含むメモリ９０４を提供しており、装置９００のプロセッサ９１８
により前記指令を実行して上記方法を実現する。例えば、コンピュータ読み取り可能な非
一時的な記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商
標）ディスク、および光データ記憶デバイスなどであってもよい。
【０１５３】
　図１０は、一つの例示的な実施例にかかるリソース共有に用いられる装置１０００のブ
ロック図である。例えば、装置１０００を一つのサーバとして提供することができる。図
１０に示すように、装置１０００は、一つ又は複数のプロセッサを有するプロセスアセン
ブリ１０２２と、例えばアプリケーションプログラムのような、プロセスアセンブリ１０
２２によって実行される指令を記憶するためのメモリ１０３２を代表とする記憶装置を備
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える。メモリ１０３２に記憶されるアプリケーションプログラムは、一つ又は一つ以上の
、それぞれが一組の指令に対応するモジュールを含むことができる。また、プロセスアセ
ンブリ１０２２は、上記のリソース共有方法を実行するように指令を実行するように配置
される。
【０１５４】
　装置１０００は、装置１０００の電源の管理を実行するように配置された電源アセンブ
リ１０２６と、装置１０００をネットワークに接続するように配置された一つの有線又は
無線ネットワークインターフェース１０５０と、一つの入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェ
ース１０５８を更に備える。装置１０００はメモリ１０３２に記憶された、例えばＷｉｎ
ｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ（登録商標）、Ｍａｃ　０Ｓ　Ｘ（登録商標）、Ｕｎｉｘ（登録
商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＦｒｅｅＢＳＤ（登録商標）のようなオペレーティン
グシステムに基づいて操作することができる。
【０１５５】
　当業者にとって、明細書を考慮してこの発明を実施した後、本発明のその他の実施の形
態を容易に想到し得ることができる。本願は、本発明のいかなる変形、用途又は適応的変
化をカバーすることを目的とし、これら変形、用途又は適応的変化は、本発明の一般的原
理に従うとともに、本発明に開示されていない本技術分野における公知の常識又は慣用の
技術手段を含む。明細書及び実施例は、例示的なものに過ぎず、本発明の本当の範囲及び
主旨は、特許請求の範囲に含まれる。
【０１５６】
　本発明は、以上のように説明すると共に図面に示された正確な構造に限られず、その要
旨を逸脱しない範囲内で各種の補正及び変更を行うことができると理解すべきである。本
発明の範囲は、特許請求の範囲のみで限定される。

【図１】

【図２】

【図３】
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